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警防課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

489,000 488,000 ――――――――――――――――
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入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名 救急高度化機器保守点検業務委託 所管課

選定理由

　本業務は、消防本部、青谷分署、久津川分署に配備された心電計・血圧計・パルスオキシメーター機能を持つ携帯型救急モニター３
台、同モニターの表示ユニット１台、半自動式除細動器１台の定期保守（年2回）及び緊急保守を委託するものである。
　保守対象機器は、製造業者固有の特殊な構造であるため、機器の構造を熟知し、完全な保守を行なえるのは製造業者のみである。他の
業者に委託する場合、保守に必要な部品の製造や調達が困難であり、構造を熟知していないために完全な点検も困難である。当該機器は
除細動器等の医療機器であり、救急現場活動という人命に関わる局面で使用することから、不完全な保守による機器の誤作動は許されな
い。
　以上の理由により、機器の製造業者として構造を熟知し、完全な保守の実施が可能な日本光電関西株式会社と随意契約する。なお、他
の業者に委託するには、機器の導入を新たに行なう必要があり、多額の経費と期間が発生する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
日本光電関西株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

日本光電関西株式会社 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 13時30分
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京都府京都市伏見区竹田真幡木町１－１
日本光電関西株式会社
京都支社　支社長　那須　功

(2) 契 約 金 額
512,400

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 24,400

平 成 23 年 (2011 年 ） 4 月 1 日
平成 23 年 (2011 年 ） 3 月 17 日
平成 23 年 (2011 年 ） 3 月 28

平 成 23 年 (2011 年 ） 4 月 1 日
平成 24 年 (2012 年 ） 3 月 31 日

城陽市消防署、青谷消防分署、久津川消防分署
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(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 13時30分平成 23 年 (2011 年 ） 3 月 28 日


